
（注1）実施要領とは、「農山漁村地域整備交付金実施要領」のことを指す。

農山漁村地域整備計画　事後評価調書
整 備 計 画 名 　林業生産力倍増のための森林整備事業計画

整備計画年度 　平成２２年度～平成２６年度（５年間） 交 付 対 象 　徳島県

１．交付対象事業の進捗状況【実施要領注1第５の２の（１）】

・5年間で森林整備3,910ha、林道21路線を計画に位置付け、事業を実施し、平成26年度末までに計画どおり整備が完了した。

２．事業効果の発現状況【実施要領第５の２の（２）】

・林業生産基盤である林道の整備を通じて間伐等森林施業の促進、高密度の路網整備を図るとともに、当該事業及び関連事業における森林施業の実施により担い手の育成確保が促進されるなど、プロジェク
トの推進が図られた。

３．成果目標の目標値の実現状況【実施要領第５の２の（３）】

【定量的指標】 当初値(H21) 目標値(H26) 実績値(H26) 単位 備考達成評価

千ha

1 県産材の生産量の増 20 30 28 万m3/年

４．今後の方針【実施要領第５の２の（４）】

・定量的指標における目標については概ね達成できている。「県産材の生産量の増」については、計画変更により現在の目標値となった平成23年度以降、平成23年度は目標24.0万m3/年に対し実績24.3万m3/
年、平成24年度は目標26.0万m3/年に対し実績26.4万m3/年、平成25年度は目標28.0万m3/年に対し実績29.2万m3/年と単年度目標を達成してきたが、最終年度の平成26年度については異常気象による被害等、
特殊要素の影響で目標30.0万m3/年に対し実績27.8万m3/年となり目標値を下回った。現在事業実施中の第2期計画においても「県産材の生産量の増」を定量的指標とし、新たな目標値を設定し事業を実施して
おり、継続的な事業効果の発現が見込まれている。
・継続地区については、整備計画年度を平成27年度から平成31年度（5年間）として新たに樹立した「林業生産力倍増のための森林整備事業計画（第2期）」に従い、今後も森林整備事業の実施、林業生産基
盤（林道）の整備を推進することで、間伐等森林施業の促進、森林の有する公益的機能の発揮、県の新次元林業プロジェクトの推進を図る。

達成。

概ね達成。

2 間伐実施面積(H17から累計）の増 36 61 61




